
Ⅰ．８．建設産業の取組支援について

※なお、助成金の活用に当たっては、計画届の提出を含め各種手続、その他支給要件を設
定していますので、詳しくは各労働局にお問い合わせください。
「参考」厚生労働省ホームページ（詳細は以下のURLを参照）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou
/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

助成金の名称 内容

トライアル雇用助成金

◆若年・女性建設労働
者トライアルコース

●職業経験の不足などから就職に不安のある若年
者（35歳未満）や女性を対象として、試行雇用を行っ
た場合に助成されるトライアル雇用助成金に上乗せ
助成

人材開発支援助成金

◆建設労働者認定訓練
コース

●職業能力開発法による認定職業訓練または指導
員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合に助成

◆建設労働者技能実習
コース

●若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るた
め、キャリアに応じた技能実習を実施した場合に助成

人材確保等支援助成金

◆若年者及び女性に魅
力ある職場づくり事業
コース（建設分野）

●魅力ある職場づくりにつながる取組（現場見学会）
や広域的な職業訓練の推進活動を実施した場合に
助成

◆作業員宿舎等設置助
成コース（建設分野）

●作業員宿舎等の確保（被災３県のみ）や、建設現
場の女性専用トイレ・更衣室を整備した場合に助成

民間発意の人材育成・教育に関する自主的な取組事例の紹介

○即戦力となる職人を短期間で育成するため、板金や大工等、６つのコースで

実践的な職業訓練を実施 職業訓練の様子

板金コース（H28／4～6月)

瓦コース（H28～／7～9月）
大工コース（H29～／4～6月）
水道設備コース（H29～／7～9月）
左官コース（H30～／10月～）

利根沼田アカデミー

YUME-KYO（関東圏専門工事業担い手確保・育成推進協議会）

○専門工事業団体が主体となって組織する「YUME-KYO」で、建設業の魅力

発信や技能労働者の処遇改善に向けた各種の取組を行っています。

令和元年度に実施の主な取組

■若者講習会 5月30日（木）
■職長講習会 7月24日（水）
■学校キャラバン など

「平成30年度 若者講習会」での現場見学会の様子
日 時 ： 平成30年5月28日
場 所 ： 東京外かく環状道路中央ＪＣＴ工事現場

厚生労働省が実施する主な建設事業主等に対する助成金の概要
（令和元年度）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

